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九 州 地 方 整 備 局
熊 本 県
五 木 村

「五木村の今後の生活再建を協議する場」
の設置・開催について

三日月国土交通副大臣が６月２０日に五木村を訪問した際、
国、熊本県、五木村による意見交換において確認した内容に沿って、

「五木村の今後の生活再建を協議する場」

を別紙のとおり設置、開催します。

問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局 河川部 河川計画課

課長 鈴木宏一郎
す ず き こ う い ち ろ う

代表： （内線 ）092-471-6331 3611

熊 本 県 企画振興部 川辺川ダム総合対策課

課長 田中浩二
た な か こ う じ

096-333-2140直通：
五 木 村 総務課

課長 石田和男
い し だ か ず お

代表： （内線 ）0966-37-2211 223



平成２２年７月１６日
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「五木村の今後の生活再建を協議する場」の設置・開催について

三日月国土交通副大臣が６月２０日に五木村を訪問した際、国、熊本
県、五木村による意見交換において確認した内容に沿って、以下のとお
り、「五木村の今後の生活再建を協議する場」を設置し、第１回会議を７
月２１日に開催します。

１．目 的
川辺川ダム中止の表明に至った経緯や水没予定地を抱える五木村の

現状について関係者間で共通認識を持った上で、個別具体の議論を積
み重ね、各関係者の役割を明確にしつつ、五木村の今後の生活再建策
をとりまとめることを目的とする。

２．構成メンバー
○通常会議

国：九州地方整備局河川部長、同河川調査官、
川辺川ダム砂防事務所長

県：企画振興部長、土木部長
村：五木村長

○拡大会議
必要に応じ、国土交通副大臣や熊本県知事等が参加する拡大会
議を行う。

※通常会議あるいは拡大会議には、議論の内容に応じて、五木村議
会議員のほか、構成員以外の参加を求める。

３．第１回（通常会議）
○日時：平成２２年７月２１日（水）１３：００～１４：００
○場所：五木村役場
○議事： 五木村の今後の生活再建を協議する場」の進め方について「

五木村からの現状及び課題の報告
※議事終了後、村議会議員からの意見聴取を行います。

○取材：会議は非公開です。
カメラ撮りは会議冒頭の挨拶までとし、その後報道関係者に
は退席して頂きます。取材等は村議会議員からの意見聴取後
（１６：００を目途）にお願いします。

、 。会議資料は メンバーの確認のあと会議終了後に配布します
協議概要等は、各メンバーの確認を受けたうえで、後日、九
州地方整備局ホームページに掲載致します。


